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町田市学童保育クラブ設置条例の一部を改正する条例 

 町田市学童保育クラブ設置条例（昭和４７年３月町田市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 第１１条第１項中「６，０００円」を「９，０００円」に改める。  

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



＿部分は改正部分 

町田市学童保育クラブ設置条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（育成料等） （育成料等） 

第１１条 クラブに入会した学童の保護者は、

町田市学童保育クラブ育成料（以下「育成料」

という。）として、月額９，０００円を市長

が指定した納期限までに納入しなければなら

ない。 

第１１条 クラブに入会した学童の保護者は、

町田市学童保育クラブ育成料（以下「育成料」

という。）として、月額６，０００円を市長

が指定した納期限までに納入しなければなら

ない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


